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第１ 趣旨

農林水産研究基本計画（平成１７年３月３０日農林水産技術会議決定、平成１９

年３月２７日改訂）において、農林水産政策上重要な研究のうち、我が国の研究勢

力を結集して総合的・体系的に推進すべき課題、又は多大な研究資源と長期的視点

が求められ個別の研究機関では担えない課題については、委託によるプロジェクト

研究（以下「委託プロジェクト研究」という。）として農林水産省自らが企画・立

案し、年度ごとの進行管理を行うことによって重点的に実施することとしている。

この委託プロジェクト研究の研究課題を定めるに当たって必要な事務の取扱い及

び円滑な推進に必要な措置については、農林水産省試験研究事務処理規程（昭和４

０年農林省訓令第２０号）第４条、第６条及び第７条並びに「農林水産省における

研究開発評価に関する指針」（平成１８年３月２８日農林水産技術会議決定。以下

「評価に関する指針」という。）に規定するもののほか、この通知に定めるところ

による。

ただし、農林水産技術会議事務局長（以下「事務局長」という。）が別途必要な

措置を定める委託プロジェクト研究については、この限りではない。

なお、「プロジェクト研究の推進について」（平成９年１月２７日付け９農会第

２２３８号事務局長通達）、「 プロジェクト研究課題の決定に関する事務取扱要

領」（平成１０年３月１６日付け１０農会第５４８号事務局長通達）及び「プロジ

ェクト研究課題化素材及び課題案のとりまとめについて」（平成１０年１０月１日

付け１０農会第１９０９号事務局長通達）は廃止する。

第２ 委託プロジェクト研究の実施機関

委託プロジェクト研究は、事務局長が公募により選定した研究機関（以下「研究

の実施機関」という。）に委託して実施するものとする。



第３ プロジェクト研究推進委員会の設置

１ 委託プロジェクト研究の企画・立案及び進行管理を行うため、農林水産技術

会議事務局（以下「事務局」という。）にプロジェクト研究推進委員会（以下

「推進委員会」という。）を設置する。

２ 推進委員会は、事務局長を委員長とし、研究総務官、事務局内の各課室長及

び研究開発官、技術広報官により構成する。

また、必要に応じ事務局長の指名する者の出席を求めることができるものと

する。

３ 推進委員会は次の事項を行う。

（１）委託プロジェクト研究課題案の決定

（２）委託プロジェクト研究に係る研究実施計画の決定

（３）委託プロジェクト研究の進行管理

第４ 委託プロジェクト研究課題案の決定

１ 推進委員会は、農林水産研究基本計画に掲げられた農林水産研究の重点目標

の達成に向けて、農林水産分野等に係る研究開発の進捗状況、国民各層の研究

ニーズや政策ニーズ等を踏まえ、毎年度、委託プロジェクト研究として実施す

ることとする研究課題案を決定する。

２ 推進委員会は、委託プロジェクト研究課題案の決定に当たり、行政部局の意

見、消費者、生産者等の要望等を踏まえるとともに、応用・開発研究を行う委

託プロジェクト研究課題案については、原則として行政部局から提案された技

術的課題に基づいて決定するものとする。

第５ プロジェクト研究準備委員会の設置

１ 事務局長は、予算要求を行う委託プロジェクト研究課題案ごとに、該当研究

課題に係る予算要求及び研究開発の推進を担当する研究開発官（以下「担当研

究開発官」という。）の下に、プロジェクト研究準備委員会（以下「準備委員

会」という。）を設置する。

２ 準備委員会は、予算要求を行う委託プロジェクト研究課題案ごとに、担当研

究開発官を委員長とし、研究調整官、研究専門官、研究専門職、事務局の関係

課室の担当者等により構成する。また、必要に応じ、行政部局の関係課室長等

の参加を求めることができるものとする。



３ 準備委員会は、担当研究開発官が委託プロジェクト研究の予算要求を行う上

で必要な事項及び研究の実施機関の公募に必要な事項の検討を行う。

第６ プログラムディレクター及びプログラムオフィサー

１ 事務局長は、委託プロジェクト研究実施計画案の作成や評価等の進行管理に

ついて、プログラムオフィサー(以下「ＰＯ」という。）への指導、監督、助

言等を行い、委託プロジェクト研究全体の推進を図るため、委託プロジェクト

研究全体の進行管理の責任者として、プログラムディレクター(以下「ＰＤ」

という。）を指名するものとする。

２ 事務局長は、各委託プロジェクト研究課題の全体の進行管理、関係各局との

調整、第７の運営委員会への報告等を行う事項のとりまとめ等を行うため、各

委託プロジェクト研究課題の進行管理の責任者として、ＰＯを指名するものと

する。

第７ プロジェクト研究運営委員会の設置

１ 事務局長は、委託プロジェクト研究の開始に当たり、委託プロジェクト研究

課題ごとに、担当研究開発官の下に、プロジェクト研究運営委員会（以下「運

営委員会」という。）を設置する。

２ 運営委員会は、ＰＯを委員長とし、研究調整官、研究専門官、研究専門職、

事務局の関係課室の担当者、外部専門家等により構成する。また、必要に応じ、

行政部局の関係課室長等及び研究開発責任者（研究の実施機関において研究を

統括するものをいう。以下同じ。）の参加を求めることができるものとする。

３ 運営委員会は、委託プロジェクト研究課題の実施のため、委託プロジェクト

研究課題の推進方策の検討、第８の１による研究実施計画案の策定、第９の１

による研究の進捗状況、成果の把握等を行う。

第８ 委託プロジェクト研究実施計画の決定

１ 運営委員会は、毎年度、次年度に係る研究目的、研究目標、各研究チームを

構成する研究の実施機関、各研究の実施機関が分担する研究課題、研究機関ご

との予算額等を内容とする研究実施計画案を別記参考様式により策定する。



２ 運営委員会は、研究実施計画案の策定に当たっては、第９の１により把握し

た研究の進捗状況及び第１２により実施される評価及び点検の結果等を踏ま

え、ＰＤ及び研究開発責任者と調整して行うこととする。

３ ＰＯは、１により策定した各研究実施計画案を推進委員会に付議し、推進委

員会はこれを検討の上、当該委託プロジェクト研究課題の研究実施計画を決定

する。

４ 委託プロジェクト研究課題実施の初年度においては、１にかかわらず、研究

の実施機関の決定後に研究実施の初年度及び予定する研究の実施期間に係る研

究実施計画案を策定し、推進委員会に付議する。

第９ 委託プロジェクト研究の進行管理

１ ＰＯは、委託プロジェクト研究課題全体に係る連絡調整及び進行管理を行う

ため、必要に応じ、当該委託プロジェクト研究課題に参加した研究者（以下「受

託研究者」という。）等により構成される推進会議等により、研究の進捗状況

及び成果を把握するとともに、推進委員会、ＰＤ、担当研究開発官及び担当課

室等に報告する。

２ ＰＯは、研究の進捗状況を踏まえ、必要に応じて、研究開発責任者に対し、

指導、助言を行うものとする。

３ 運営委員会は、研究の進捗状況を踏まえ、必要に応じて、当該課題の研究実

施計画の見直しを行うものとする。

４ 運営委員会は、年度途中において研究実施計画の内容を変更しようとする場

合には、推進委員会にその旨を報告し、承認を得なければならない。

第１０ 成果の取りまとめ

研究開発責任者は、第１２の評価及び点検の実施に当たり、その時点での研究成

果等をとりまとめ、ＰＯに報告する。

第１１ 成果の普及・事業化及び国民理解の促進

１ ＰＯは、研究実施計画の研究目標に掲げた成果が得られた場合は、推進委員

会に報告するものとする。



２ 事務局長は、１により推進委員会に報告された成果について、技術マニュア

ル等の作成及び配布、成果発表会の開催等により、研究成果の普及・事業化を

促進する。

３ 事務局長は、国民各層に対し多様な媒体を利用して、委託プロジェクト研究

が目指す内容や得られた成果を分かりやすく説明し、理解を求めるよう努める。

４ 研究受託者は、事務局長が行う当該委託プロジェクト研究が目指す内容や得

られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協

力し、委託プロジェクト研究の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。

第１２ 評価及び点検の実施

１ 準備委員会及び運営委員会は、評価に関する指針及び研究開発評価実施要領

（平成１８年４月１７日付け１７農会第１７４０号事務局長通知）に基づき実

施する評価に係る事務を行う。

２ 運営委員会は、１による評価を行わない年度においては、研究の進捗状況の

点検を実施するものとする。

３ ＰＯは、１の評価及び２の点検の結果について、行政部局の関係課室等に提

供するとともに、研究内容や予算配分の見直し等により、その後の研究課題等

の進行管理に反映するものとする。

第１３ その他

この通知に定めるもののほか、委託プロジェクト研究の実施に必要な事項につい

ては、事務局長が別に定める。

附 則

この通知は、平成１８年度以降に開始される委託プロジェクト研究について適用

する。



（別記参考様式）

○○年度 プロジェクト研究｢○○」に係る研究実施計画書

１．課題名：

２．研究統括者：

３．研究実施機関

４．予算額（注２）

５．研究実施期間：平成○○年度から平成○○年度

６．研究目的

７．研究目標

８．研究内容及び方法

９．前年度までの研究の進捗状況（注３）

注１：初年度においては、予定する実施期間及び当該年度に係る研究実施計画をそ

れぞれ作成。また、研究実施計画には、委託プロジェクト研究課題全体に係る

事項及び各研究チームに係る事項をそれぞれ記載。

注２：初年度に作成する、予定する実施期間に係る研究実施計画には記載不要。

注３：前年度までの研究の進捗状況については、２年目以降の研究実施計画に記載。

注４：必要に応じて、他の事項を追記。


